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令和７年度 第５回杵築市農業委員会総会議事録 

令和７年８月８日 金曜日 午後１時３０分 杵築市農業委員会総会を 杵築十王教育文化会館

２階会議室に招集した。 

１．総会に出席した農業委員は次のとおりである。 

1番 宇留嶋 雄 蔵 2番 長 友 礼 子 3番 藤 原 洋 三 

4番 小 野 弘 文 5番 田 坂 圭 司 6番 阿 部 正 俊 

7番 古 宮 輝 美 8番 永 野   恵 9番 河 野 秀 徳 

10番 岩 尾 一 也 11番 藤 松 美 潮 12番 廣 石 良 幸 

13番 松 田   司 14番 木 村 房 雄   

１．総会に欠席した委員は次のとおりである。 

8番 永野 恵 

１.総会に出席した農地利用最適化推進委員は次のとおりである。 

河 村 全 明 緒 方 幸 茂 工 藤 健 司 川 野 勝 彦 杉 本 幸 雄 

片 岡 正 子 藤 崎 公 徳 荒 巻 良 直 三 浦 政 己 川 﨑 孝 子 

古 宮 政 俊 加 藤 定 一 甲 斐 義 信 伊 藤 美 生 宮 本 達 夫 

豊 田 健 二 野 田 由 紀 三 浦 真 治   

     

１．総会に出席した事務局員は次のとおりである。 

事務局長 佐 藤 敬 一 次長兼農地・管理係長 中 根 幹 雄 

農地・管理係主査 梶 原 由 紀 子 農地・管理係主査 阿 部 貴 之 

    

１．総会に提出された議事案件は次のとおりである。 

議案第 ２１ 号 農地法第３条の申請について 

議案第 ２２ 号 非農地証明願いについて 

議案第 ２３ 号 農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について 

報告第  ４ 号 
農地法第１８条第６項の規定による賃貸借権並びに 

使用貸借権の解約受理について（合意解約） 
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議長  それでは、令和７年度第５回杵築市農業委員会総会を開会いたします。 

   （ １３：３５ 開始 ） 

議長 本日の議事録署名委員を農業委員会会議規則第１３条第２項の規定により、９番河野秀徳委

員、１０番岩尾一也委員の両委員を指名いたします。続きまして、会議書記の指名でありますが、

書記については事務局職員より中根次長並びに阿部主査を指名いたします。 

議長 本日の議事案件は、議案第２１号から議案第２３号までの３議案２７件と報告事項が提出され

ています。慎重審議をお願いします。 

議長 まず、はじめに「議案第２１号」「農地法第３条の申請について」を議題といたします。１番

について、事務局の説明を求めます。 

阿部主査 事務局の阿部です。よろしくお願いします。 
「議案第２１号」農地法第３条の申請について 
農地法第３条第１項及び同施行令第１条により、下記のとおり許可申請があったのでこれを許

可することについて意見を求める。 
ア. 所有権の移転 

番号１番、これは前回の、総会からの継続案件です。 

申請人、譲渡人、杵築塩田区、木元太一、６２歳、譲受人、大田石丸区、ＣＨＲＩＳＴＩＥ Ｐ

ＡＵＬ ＧＥＲＡＲＤ 、６３歳。申請の土地、大字熊野字下原、地番６５６番、地目、台帳

現況ともに畑、地積１３１９㎡、ほか１筆、合計２筆の１９６３㎡。譲受人の経営面積は田・

畑合わせて１６９．５ａ。理由は、管理が困難、空き家の取得と経営拡大です。 

以上です。 

議長 １番については継続案件であり、前回の総会で、すでに地区担当委員の意見は求めていますの

で、ここでは省略いたします。続けて許可基準について事務局の説明を求めます。 

阿部主査 許可基準です。農地の管理が困難な譲渡人と、空き家取得後、隣接する農地も取得する譲受人

との間で、売買の話がまとまったための申請です。 
前回の総会時に継続案件となりましたのは、申請地取得後の計画が不明であること、また、既

に所有している大田地域の農地について管理不備が指摘されたことによるものでした。そこで、

まず申請地での計画につきまして、計画書の提出がありましたので、ご覧いただきます。事業計

画の内容をかいつまんで説明します。 
計画書には今回の申請地における、「コンセプト（方針）」、「期待される効果」、「具体的

な内容」、「アイデア」、「課題」、「今後の予定」などが示されています。 
まず、今回の申請地では、地域住民が「集う場」、「身近な場所での農業体験の場」、「土と

触れ合う場」、農地を「生産」の場ではなく、「住民の交流」の場にすることを重点に置き、多

機能ガーデンにするということをコンセプトにしています。 
期待される効果として、農業体験の場・農業のノウハウを学習し自ら作物を作る場・自然に触

れ合う場として活用することにより、地域住民のコミュニティの希薄化の解消・高齢者の孤立化

の解消、さらには地域の魅力アップにつながり、外からの人が集まることによる、人口減少の解

消につながる効果を期待しています。 
申請地を将来、こういった農地にしたいというイメージの写真です。右上の写真ですが、今回
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の申請地が、梶ヶ浜リゾート地の住宅地にある、広大な農地であるという好条件を最大限に活用

し、地域住民参加型農園を目指しています。 
野菜以外に生産サイクルの長いレモン、ブドウといった果樹類や花なども栽培する計画です。 
収益についてですが、譲受人は旅行会社も運営しており、ツアーで来日する、多くの参加者は

富裕層で、無農薬や有機栽培に対し、大きな価値を置いています。既に需要もあることから、少

量の作物でも高付加価値での販売が可能であると考えています。身近な地域での販売、例えば、

大田地域の「まめのもんや」や、山香地域のスーパー「神田楽市」内にある「スローフード山

香」と併せ、海外の販路拡大も可能な環境が整っており、販売での収益が期待されます。 
また、自ら作物を栽培する人については会員制として年会費の収益や、イベントなども開催す

ることで、参加料の収益も期待しています。なお、農地で年会費や参加料などの収益をあげるこ

とに問題はないことは確認済です。年間の収益の見込みや今回の土地購入価格分の精算といった

試算は示されていませんが、収益をあげること以上に、先ほどのコンセプトで示されている農地

が果たす役割や効果を収益以上に期待して、今回の農地取得を決断したようです。 
農地取得後のスケジュールです。取得後は、自然栽培農法の会得や石などの除去、農地のデザ

インの決定。また、杵築リゾート管理者と連携し、地域や住民の実情調査を行います。２０２６

年春には、地域の方の参加を呼びかけるとともに、イベントも随時開催していく計画です。 
最後に、今回の農地の取得が持続可能な畑作りと、コミュニティの集いの場としての庭造りを

可能とし、地方創生や景観の保全、空き地解消、豊かな暮らしの実現に繋なげていくと示してい

ます。以上が計画書の内容です。 
つづいて、現在、取得している大田地域の管理が行き届いていない農地について、指導を行っ

たところ、写真のように草刈り行いました。その後、現地立会を、譲受人の代理人２名と、地元

の農業委員、推進委員と共におこないました。トラクターを導入した除草管理の指導と、今回に

限らず継続した管理を行うよう指導したところ、今後も継続することの意思確認ができました。

また、農業委員会としても、継続的に農地パトロール等で管理状況を見守っていきます。 
よって今回の農地の取得に関し、耕作及び管理に問題ないと判断します。 
許可条件についてですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧ください。番号１番です。不許可の要件

に該当する項目はありません。 

以上のことから、ＣＨＲＩＳＴＩＥ ＰＡＵＬ ＧＥＲＡＲＤさんの農地法第３条第２項に規

定される農地取得について、不許可の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われま

す。また、地域計画及び墓地についても確認しました。 

以上です。 

議長 次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

阿部主査 番号２番、申請人、譲渡人、国東市 安岐町、古原喜代子、７３歳、譲受人、杵築奈多区、八

坂忠昭、７２歳、申請の土地、大字奈多字正月田、地番７９３番２、地目、台帳現況ともに畑、

地積２２３㎡、合計１筆の２２３㎡。譲受人の経営面積は田畑合わせて６４．２ａ。理由は、市

外在住のため、相手方の要望です。 
以上です。 

議長 ２番について、川﨑 孝子農地委員より説明願います。 

川﨑委員 ７月２２日、長友委員、事務局２名、譲受人の八坂さんご夫婦と現地確認を行いました。自宅
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横に畑があり、その隣が申請地です。以前までは、譲渡人から借りていたが、今後も使い続けた

いため、必要分のみ分けてもらう話になったようです。譲受人の妻が主体となって野菜作りを続

けていくようですので、問題ないと思います。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 ２番について、長友 礼子農業委員よりご意見があればお願いします。 

長友委員 川﨑委員の申し上げたとおりです。将来的には、譲受人も一緒にするようですので、問題ない

と思います。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、市外在住のため農地の管理が困難な譲渡人と、申請地周辺に居住してい

る譲受人との間で、売買の話がまとまったため、申請となりました。譲受人は譲渡人と同級生の

間柄で、申請地の隣接地に居住し、申請地をこれまで管理してきていることから、今回の農地取

得にあたり、耕作及び管理については問題ないと判断されます。取得後は、引き続きキャベツ、

じゃがいも等の野菜類の栽培を行うとのことです。許可条件についてですが、Ａ４の許可基準一

覧をご覧ください。番号２番です。特に不許可の要件に該当する項目はありません。 
以上のことから、八坂忠昭さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可

の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 次に、３番について、事務局の説明を求めます。 

阿部主査 番号３番、申請人、譲渡人、山香 住吉区、本田宏、８４歳、譲受人、山香高中区、本田義人、

８１歳。申請の土地、大字倉成字溝添、地番１０１番、地目、台帳現況ともに田、地積３１４４

㎡、合計１筆の３１４４㎡。譲受人の経営面積は田畑合わせて１０４．９ａ。理由は、管理が困

難、相手方の要望です。 
以上です。 

議長 ３番について、加藤 定一農地委員より説明願います。 

加藤委員 ７月２３日、松田委員、事務局２名、譲渡人の本田宏さんで現地確認をしました。 
申請地は、以前から譲受人の本田義人さんが耕作しており、譲渡人が高齢になったため、所有

権移転の話になったようです。譲受人は、地元で長年農業に従事しているため、問題ないと思い

ます。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 ３番について、松田 司農業委員よりご意見があればお願いします。 

松田委員 加藤が申しあげたとおりです。譲受人は、現地確認に来られませんでしたが、後日、譲受人と

も会うことができました。申請地について、長年作っており今後も頑張って行くとのことでした。 

審議のほどよろしくお願いします。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、農地の管理が困難な譲渡人と、申請地周辺に居住し、耕作している譲受

人との間で、売買の話がまとまったため、申請となりました。譲受人は、申請地周辺に居住し、

２０数年前から申請地も含め水稲を耕作していることから、今回の農地取得に関して、耕作及び

管理については問題ないものと判断されます。取得後は引き続き水稲栽培を行うとのことです。

許可条件についてですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧ください。番号３番です。特に不許可の要
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件に該当する項目はありません。 
以上のことから、本田義人さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可

の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 次に、４番について事務局の説明を求めます。 

阿部主査 番号４番、申請人、譲渡人、山香大和区、塚崎礼子、７１歳、譲受人、山香津山区、小形誠、

６７歳。申請の土地、大字野原字下梨田、地番３１４４番、地目、台帳現況ともに田、地積１，

０３３㎡、他１筆、合計２筆の３，４７４㎡。譲受人の経営面積は田畑合わせて３０６.４ａ。理

由は、管理が困難、相手方の要望です。 
以上です。 

議長 ４番について、甲斐義信農地委員より説明願います。 

甲斐委員 ７月２３日、小野委員、事務局２名、譲渡人と現地確認しました。譲渡人の夫が管理していま

したが、数年前に亡くなっており、本人も病弱なため管理ができなくなったとのこと。以前から

作ってくれていた譲受人に買ってもらう話になったようです。審議のほどよろしくお願いしま

す。 

議長 ４番について、小野弘文農業委員よりご意見があればお願いします。 

小野委員 甲斐委員が申しあげたとおりです。譲受人は申請地周辺も耕作しているので、問題ないと思い

ます。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、管理が困難な譲渡人と、申請地周辺に居住し、耕作している譲受人との

間で、売買の話がまとまったため、申請となりました。譲受人は、申請地周辺に居住し、１０数

年まえから申請地を含め既に水稲を耕作していることから、今回の農地取得に関して、耕作及び

管理については問題ないものと判断されます。取得後は引き続き水稲栽培を行うとのことです。 
許可条件についてですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧ください。番号４番です。特に不許可の要

件に該当する項目はありません。以上のことから、小形誠さんの農地法第３条第２項に規定され

る農地取得について、不許可の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 次に、５番について事務局の説明を求めます。 

阿部主査 番号５番、申請人、譲渡人、山香下市区、本田幸夫、６７歳、譲受人、山香 下市区、本田圭、

３６歳。申請の土地、大字内河野字見立、地番２５１１番、地目、台帳現況ともに田、地積２０

０６㎡、他４筆、合計５筆の７０７８㎡。譲受人の経営面積は、田畑合わせて８５．６アール。 
理由は、子への贈与、親からの受贈です。 
以上です。 

議長 ５番について、甲斐義信農地委員より説明願います。 

甲斐委員 ７月２３日、小野委員、事務局２名、譲渡人と現地確認しました。 

親子で同居しており、生前一括贈与のようです。特に問題ありませんので、審議のほどよろし
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くお願いします。 

議長 ５番について、小野弘文農業委員よりご意見があればお願いします。 

小野委員 甲斐委員が申しあげたとおりです。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、親子間で贈与の話がまとまったため申請となりました。譲受人は、譲渡

人と同居しており、会社勤めをしながらも共に水稲の耕作や花き栽培の手伝いをしていることか

ら、今回の農地取得に関して、耕作及び管理については問題ないものと判断されます。取得後は

引き続き水稲栽培を行うとのことです。許可条件についてですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧く

ださい。番号５番です。特に不許可の要件に該当する項目はありません。 
以上のことから、本田圭さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可の

要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 只今、「議案第２１号」について、事務局の説明及び地区担当委員より説明がございましたが、

各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 意見なしの声あり。 

議長 なければこれにて討論を終結いたします。 

議長 お諮りいたします。「議案第２１号」については、農地法第3条第1項により、許可することに

ご異議ございませんか。 

各委員 異議なしの声あり。 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第２１号」については、これを許可することに決しま

す。 

議長 次に「議案第２２号」「非農地証明願いについて」を議題といたします。１番について、事務

局の説明を求めます。 

梶原主査 議案書３ページをお開きください。 
議案第２２号「非農地証明願いについて」農地に該当しない旨の証明願いが下記の者より提出

されたので、証明書を発行してよいか意見を求める。 
番号１番、申請者、国東市、河野順一、申請の土地、大字杵築字北浜、地番６９７番５、地目

田、地積３２９㎡、合計１筆の３２９㎡。申請地の状況は雑種地で、転用又は耕作放棄された理

由は、昭和５５年４月２日付けで農地法第５条許可を受け、宅地造成工事を行ったが、地目変更

登記をしていなかったとのことです。 
以上です。 

議長 １番について、河村全明農地委員より説明願います。 

河村委員 ７月１７日、藤松委員、事務局２名と現地確認を行いました。１０年以上前に転用の許可をも

らったがそのままだったとのことです。申請地は、雑種地に地目変更するようです。審議のほど

よろしくお願いします。 
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議長 １番について、藤松美潮農業委員よりご意見があればお願いします。 

藤松委員 河村委員の申し上げたとおりです。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を７月１７日に、河村全明農地委員、藤松美潮農業委員と確認しました。申請者は、昭和

５５年の転用許可後、売買により申請地を取得しています。ラミネートされてある「非農地証明

書発行基準一覧表」をご覧ください。申請地の現況は、証明書発行基準第２の２に該当します。

また、この土地が農用地区域外であることを確認しています。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に売却する予定とのことです。 
以上です。 

議長 次に、２番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号２番、申請者、福岡県、黒石勝、申請の土地、大字杵築字西井ノ上、地番１５０９番１、

地目畑、地積１７㎡、他５筆、合計６筆の１５７７㎡。申請地の状況は原野で、転用又は耕作放

棄された理由は、平成４年頃までは、前所有者である父が米や野菜を作っていたが、市外在住で

管理も困難なため、やむなく耕作を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ２番について、河村全明農地委員より説明願います。 

河村委員 ７月１７日、藤松委員、事務局２名と現地確認を行いました。申請地は、道路に挟まれている

土地で雑草が生い茂っており、農地に復元は難しいように思われます。審議のほどよろしくお願

いします。 

議長 ２番について、藤松美潮農業委員よりご意見があればお願いします。 

藤松委員 河村委員の申し上げたとおりです。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を７月１７日に、河村全明農地委員、藤松美潮農業委員と確認しました。申請者は、平成

４年に父からの相続により申請地を取得しています。 申請地の現況は、証明書発行基準第２の

４に該当します。また、この土地は５月２０日付けで農用地区域からの除外申請を予定しており、

各関係機関・関係者とは協議済みです。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に原野として管理するとのことです。 
以上です。 

議長 次に、３番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号３番、申請者、別府市、伊東小夜子、申請の土地、大字宮司字若宮、地番４８５番１、地

目田、地積６１㎡、他５筆、合計６筆の１９８８㎡。申請地の状況は原野及び山林で、転用又は

耕作放棄された理由は、昭和６０年頃までは、前所有者である父が養蚕業を営むための桑畑とし

て管理していたが、高齢になったこと、農地としての管理が困難になったことからやむなく耕作
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を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ３番について、河村全明農地委員より説明願います。 

河村委員 ７月１７日、藤松委員、事務局２名と現地確認を行いました。申請地は、桑畑だったこともあ

り、雑木林・竹藪になっている状態です。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 ３番について、藤松美潮農業委員よりご意見があればお願いします。 

藤松委員 河村委員の申し上げたとおりです。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を７月１７日に、河村全明農地委員、藤松美潮農業委員と確認しました。申請者は、平成

３１年に父からの相続により申請地を取得しています。申請地の現況は、証明書発行基準第２の

４に該当します。また、この土地は９月２０日付けで農用地区域からの除外申請を予定しており、

各関係機関・関係者とは協議済みです。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更後に原野・山林として管理するとのことです。 
以上です。 

議長 次に、４番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号４番、申請者、別府市、大林守、申請の土地、大字熊野字杉安、地番２３３７番１、地目

田、地積４２６㎡、他３筆、合計４筆の４５１６㎡。申請地の状況は山林で、転用又は耕作放棄

された理由は、平成２２年に相続によって申請地を取得したが、取得時点から雑木・竹が生い茂

っており、農地としての利用を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ４番について、川野勝彦農地委員より説明願います。 

川野委員 ７月２２日、古宮委員、事務局２名と現地確認を行いました。取得当時から雑木が生い茂って

おり、農地としての利用をあきらめたようです。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 ４番について、古宮輝美農業委員よりご意見があればお願いします。 

古宮委員 川野委員の申し上げたとおりです。かなり荒れており農地性のない土地ですので、審議のほど

よろしくお願いします。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を７月２２日に、川野勝彦農地委員、古宮輝美農業委員と確認しました。申請者は、平成

２２年に相続により申請地を取得しています。申請地の現況は、証明書発行基準第２の４に該当

します。また、この土地は９月２０日付けで農用地区域からの除外申請を予定しており、各関係

機関・関係者とは協議済みです 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に山林として管理するとのことです。 
以上です。 
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議長 次に、５番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号５番、申請者、杵築下本庄区、東照寺順、申請の土地、大字本庄字合蔵、地番２２６５番

１、地目田、地積２７０㎡、合計１筆の２７０㎡。申請地の状況は宅地で、転用又は耕作放棄さ

れた理由は、前々所有者である祖父の代の昭和４７年頃から宅地として利用しており、平成１１

年頃に前所有者である父が現在の住宅を建築してしまったとのことです。 
以上です。 

議長 ５番について、藤崎公徳農地委員より説明願います。 

藤崎委員 ７月２３日、田坂委員、事務局２名と現地確認を行いました。申請地は、すでに家が建ってお

り、祖父の代から宅地として利用しているようです。祖父から申請者に名義を変えようとしたと

ころ、地目が田であると判明したようです。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 ５番について、田坂圭司農業委員よりご意見があればお願いします。 

田坂委員 藤崎委員の申し上げたとおりです。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を７月２３日に、藤崎公徳農地委員、田坂圭司農業委員と確認しました。申請者は、平成

１１年に時効取得により申請地を取得しています。時効取得とは、民法１６２条に定められてお

り、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の土地を１０年または２０年占有すると、

時効によりその所有権を取得することができる制度のことです。今回の東照寺さんのケースは、

申請地の前所有者が複数人の親族の共有名義だったことから、通常の所有権移転登記手続きが困

難だったため、時効取得制度の援用を行ったとのことです。なお、祖父の代から現在まで宅地と

して利用していたことについては、申請者からの始末書が提出されています。申請地の現況は証

明書発行基準第２の５に該当します。また、この土地が農用地区域外であることを確認していま

す。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に、これまでどおり宅地として管理するとのことで

す。 
以上です。 

議長 次に、６番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号６番、申請者、別府市、渡邉節美、申請の土地、大字広瀬字中田居、地番２９７番１、地

目田、地積４３７㎡、他３筆、合計４筆の８６８㎡。申請地の状況は原野及び山林で、転用又は

耕作放棄された理由は、２９７番１については、平成１７年頃まで前所有者である母が野菜を作

っていた。また３６４３番と他２筆については、昭和６０年頃まで前々所有者である祖母が放牧

地として管理していたが、市外在住で管理も困難なため、やむなく耕作を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ６番について、加藤定一農地委員より説明願います。 

加藤委員 ７月１６日、松田委員、事務局２名と現地確認を行いました。申請地は、家庭菜園や放牧地と

して利用していたようです。現在は、草木が生い茂っており、今後は、原野・山林として管理し
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ていくようです。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 ６番について、松田司農業委員よりご意見があればお願いします。 

松田委員 加藤委員が申し上げたとおりです。管理も難しいようです。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を７月１６日に、加藤定一農地委員、松田司農業委員と確認しました。申請者は、令和５

年に母からの相続により申請地を取得しています。申請地の現況は証明書発行基準第２の４に該

当します。また、この土地が農用地区域外であることを確認しています。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更後に原野・山林として管理するとのことです。 
以上です。 

議長 次に、７番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号７番、申請者、山香竜船区、小野憲二、申請の土地、大字野原字樋口、地番１３６９番１、

地目田、地積９５８㎡、他２筆、合計３筆の３４５３㎡。申請地の状況は原野で、転用又は耕作

放棄された理由は、平成２７年頃まではお米を作っていたが、高齢になったこと、管理も困難な

ことからやむなく耕作を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ７番について、甲斐義信農地委員より説明願います。 

甲斐委員 ７月２３日、小野委員、事務局２名と現地確認を行いました。平成２７年ごろまでは、お米を

作っていたが、高齢になり草刈りも難しいとのことでした。現地は、草木が生い茂っている状態

でした。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 ７番について、小野弘文農業委員よりご意見があればお願いします。 

小野委員 甲斐委員の申し上げたとおりです。雑木が生えており、農地としては使えない状態です。審議

のほどよろしくお願いします。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を７月２３日に、甲斐義信農地委員、小野弘文農業委員と確認しました。申請者は、平成

２７年に父からの相続により申請地を取得しています。申請地の現況は証明書発行基準第２の４

に該当します。また、この土地は５月２０日付けで農用地区域からの除外申請を予定しており、

各関係機関・関係者とは協議済みです 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に原野として管理するとのことです。 
以上です。 

議長 只今、「議案第２２号」について、事務局の説明及び地区担当委員による意見がございました

が、各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 意見なしの声あり。 
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議長 なければこれにて討論を終結いたします。 

議長 お諮りいたします。「議案第２２号」については、農地に該当しないため、 非農地証明書を

発行することに、ご異議ございませんか。 

各委員 異議なしの声あり。 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第２２号」については、非農地証明書を発行すること

に決します。 

議長 次に、「議案第２３号」「農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について」の４番及

び１１番についてを議題といたします。番号４番及び１１番については、農業委員会等に関する

法律第３１条「議事参与の制限」に抵触しますので、加藤定一委員には退出していただきたいと

思います。 

 ＜ 加藤定一委員、退出 ＞ 

 それでは事務局の説明を求めます。 

阿部主査 議案書５ページをご覧ください。 
「議案第２３号」「農用地利用集積等促進計画(案)」に対する意見について   
農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項に係る農用地利用集積等促進計画(案) 

について意見を求める。 
ア．利用権の設定（公社への貸付）です。番号４番の案件からご説明いたします。 
番号４番、申請人、貸人、豊後高田市、岩本吉正、借人、大分市、大分県農業農村振興公社理

事長岡本天津男、申請の土地、大字倉成字的場、地番４４５番、地目田、地積２０２４㎡、合計

１筆の２０２４㎡です。 
イ．利用権の設定（公社からの貸付）です。番号１１番、申請人、貸付人、大分市、大分県農

業農村振興公社理事長岡本天津男、借受人、山香倉成区、加藤定一、対象農地は、杵築市山香町

大字倉成、１筆 ２０２４㎡です。借受人の加藤 定一さんは地域内認定農業者です。 
利用権の種類は賃借権で、設定期間は１０年新規です。耕作作物は水稲となっております。土

地の詳細につきましては、１３ページの貸付調書に記載されていますので、各自でお読み取りく

ださい。 
以上です。 

議長 只今、「議案第２３号」の４番及び１１番について、事務局より説明がございましたが、各委

員のご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 意見なしの声あり。 

議長 なければこれにて討論を終結いたします。 

議長 お諮りいたします。「議案第２３号」の４番及び１１番については、農地中間管理事業の推進

に関する法律第１８条第３項により、「意見なし」とすることにご異議ございませんか。 

各委員 異議なしの声あり。 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第２３号」の４番及び１１番については、「意見なし」

として報告します。 

議長 それでは、「議事参与の制限」が解かれた加藤定一委員に、事務局より議事への参加を要請し
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て下さい。 

 ＜ 加藤定一委員、入室 ＞ 

議長 次に、「議案第２３号」の１番から３番、５番から１０番及び１２番から１５番についてを議

題といたします。事務局の説明を求めます。 

阿部主査 番号４番を除く、番号１番から番号８番も、公社への貸付となります。案件が複数のため、貸

人から公社への部分の説明を省略させていただき、公社からの借受人のところから、説明をした

いと思いますので、ご了承願います。 
番号９番です。貸付人、大分市、大分県農業農村振興公社、借受人、杵築下本庄区、農事組合

法人広瀬台営農組合代表理事中野房夫、設立２６年。対象農地は、杵築市大字本庄 ３筆、４３

２６㎡。土地の詳細は、５ページ、番号１番の土地です。借受人の農事組合法人広瀬台営農組合

さんは、地域内の認定農業法人です。利用権の種類は使用貸借権で、設定期間は１０年再設定で

す。耕作作物は水稲です。 
続いて、番号１０番です。借受人、杵築 本庄区、農事組合法人新庄農地利用組合 代表理事

富来征一、設立２６年。対象農地は、杵築市大字日野７筆、１４，５２５㎡。土地の詳細は、５

ページ、２番と３番です。借受人の農事組合法人新庄農地利用組合さんは地域内の認定農業法人

です。利用権の種類は使用貸借権で、設定期間は１０年再設定です。耕作作物は水稲となってお

ります。番号１２番です。借受人、山香井手の上区、河野翔太、２８歳。対象農地は、杵築市山

香町大字久木野尾、１筆、２，２５７㎡。土地の詳細は、６ページ、５番です。借受人の河野翔

太さんは、今後、育成すべき農業者です。利用権の種類は使用貸借権で、設定期間は１０年新規

です。耕作作物は水稲です。 
続いて、番号１３番です。借受人、山香山浦北部（浦篠）区、緒方優、４６歳。対象農地は、

杵築市山香町大字山浦 ２筆、２，３１１㎡。土地の詳細は、６ページ、６番です。借受人の緒

方優さんは地域内認定農業者です。利用権の種類は使用貸借権で、設定期間は１０年新規です。

耕作作物は水稲です。 
続いて、番号１４番です。借受人、山香山浦北部（西谷）区、有永義光、６２歳。対象農地は、

杵築市山香町大字山浦５筆、４，５２５㎡。土地の詳細は、６ページ、７番です。借受人の有永

義光さんは地域内の農業者です。利用権の種類は使用貸借権で、設定期間は１０年新規です。耕

作作物は水稲です。 
続いて、番号１５番です。借受人、山香山浦北部（飛松）区、岩尾鉄彦、６７歳。対象農地は、

杵築市山香町大字山浦３筆、３，６４６㎡。土地の詳細は、６ページ、８番です。借受人の岩尾

鉄彦さんは地域内新規参入の農業者です。利用権の種類は使用貸借権で、設定期間は１０年新規

です。耕作作物は水稲です。なお、土地の詳細につきましては、１１ページから１７ページまで

の貸付調書に記載されていますので、各自でお読み取りください。 
今回の大分県農業農村振興公社からの貸し付けは、番号９番から１５番までの合計２２筆、３

３，６１４㎡。貸し手農家数１戸、借り手農家数７戸、イ.利用権の設定面積は、３３，６１４㎡

です。 
以上です。 

議長 只今、「議案第２３号」の１番から３番、５番から１０番及び１２番から１５番について、事

務局より説明がございましたが、各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 
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各委員 意見なしの声あり。 

議長 なければこれにて討論を終結いたします。 

議長 お諮りいたします。「議案第２３号」の１番から３番、５番から１０番及び１２番から１５番

については、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項により、「意見なし」とする

ことにご異議ございませんか。 

各委員 異議なしの声あり。 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第２３号」の１番から３番、５番から１０番及び１２

番から１５番については、「意見なし」として報告します。 

議長 これで、本日提案されました議案の審議はすべて終了しましたが、「報告第４号」があります

ので、事務局より報告願います。 

阿部主査 議案書１８ページをお開きください。 
報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による賃借権並びに使用貸借権の解約受理につい

てです。 
下記の土地について農地法第１８条第６項の規定による賃借権並びに使用貸借権の合意解約

が成立したので報告します。 
番号１番、申請人、貸人、大分市、大分県農業農村振興公社理事長岡本天津男、借人、大田南

俣水区、農事組合法人南俣水里の農場代表理事田邉政美、申請の土地、大字俣水字宮ノ本、地番

１６３３番、地目田、地積１０８０㎡、合計１筆の１０８０㎡です。理由は貸人の都合です。 
番号２番、申請人、貸人、大分市、大分県農業農村振興公社理事長岡本天津男、借人、大田南

俣水区、農事組合法人南俣水里の農場代表理事田邉 政美、申請の土地、大字俣水字西ノ前、地番

４７６１番１、地目田、地積３６２５㎡、他１筆、合計２筆の５０７５㎡です。理由は貸人の都

合です。 
番号３番、申請人、貸人、神奈川県、岩尾力、借人、大分市、大分県農業農村振興公社理事長

岡本天津男 申請の土地、大字俣水字宮ノ本、地番１６３３番、地目田、地積１０８０㎡、合計

１筆の１０８０㎡です。理由は貸人の都合です。 
番号４番、申請人、貸人、大田南俣水区、渡邊孝義、借人、大分市、大分県農業農村振興公社

理事長岡本 天津男、申請の土地、大字俣水字西ノ前、地番４７６１番１、地目田、地積３６２

５㎡、他１筆、合計２筆の５０７５㎡です。理由は貸人の都合です。 
以上です。 

議長 以上をもちまして、令和７年第５回杵築市農業委員会総会を閉会します。 

 （ １４：３０終了 ）  スイッチＯＦＦ（録音機） 


